
 

 

 

１． 「新たな再雇用制度（エルダー社員制度）」の趣旨および運用を履行する
こと。なお「ライフプランいきいきガイド」で提示されている「再雇用ま
での流れ（イメージ）」を基本に、再雇用契約に関する手続きを実施する
こと。また、出向先等の本人希望の把握ならびに就労条件等の提示を丁寧
に行い、社員の働きがい・生きがいを創出すること。 
 

２． 労働契約法第５条および労働安全衛生法第１条、第３条に定められてい
る「仕事と生活の調和への配慮」ならびに「安全配慮義務」を遵守し、快
適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安
全と衛生の確保ならびに健康の促進を図ること。 


